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１ 任免および職員数の状況 
 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由                            （各年4月1日現在）（単位：人） 

区   分 職  員  数 増  減  状  況 

部   門 令和3年 令和4年 対前年比 主な増減理由 

普

通

会

計

部

門 

一
般
行
政
部
門 

議  会 14 15 1 人員配置の変更（育児休業代替任期付職員の増） 

総務・企画 507 487 △20 人員配置の変更（育児休業代替任期付職員の減）、運営体制の見直し 

税  務 66 66 －  

民  生 729 751 22 人員配置の変更（育児休業代替任期付職員の増）、運営体制の見直し 

衛  生 291 294 3 運営体制の見直し 

労働・商工 22 20 △2 運営体制の見直し 

土  木 230 228 △2 運営体制の見直し 

計 1,859 1,861 2  

教 育 部 門 277 258 △19 運営体制の見直し 

消 防 部 門 － － －  

小   計 
2,136 

（29） 

2,119 

（31） 

△17 

（2） 

 

 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

国 保 事 業 40 40 －  

介護保険事業 40 41 1 人員配置の変更（育児休業代替任期付職員の増） 

後期高齢者医療事業等 9 9 －  

小   計 
89

（1）

90

（2）

1 

（1） 

 

合    計 
2,225 

（30）

2,209 

（33） 

△16 

（3） 

 

注１ 職員数は、一般職に属し、地方公務員の身分を保有する休職中の職員、派遣職員（一部事務組合派遣等 17 人を除く。）を含み、

臨時・非常勤職員を除いています。（地方公共団体定員管理調査報告数値） 

注２ （  ）は、再任用短時間勤務職員で外数です。 

 

（２）職員数の推移                                    （各年 4 月 1 日現在）（単位：人） 

     区 分 
平成 29 年 平成 30 年 

平成 31 年 

(令和元年) 
令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 過去 5 年間の増減数（率） 

部 門 

一般行政 1,741 1,774 1,794 1,812 1,859 1,861 120（6.9％）  

教 育 301 298 288 288 277 258 △43（△14.3％） 

消 防 － － － － － － －（ － ％） 

公営企業等会計 92 91 90 91 89 90 △2（△2.2％） 

総合計 2,134 2,163 2,172 2,191 2,225 2,209 75（3.5％） 

注１ 職員数は、地方公共団体定員管理調査報告数値です。 

注２ 「過去 5 年間の増減数（率）」とは、平成 29 年に対する令和 4 年の数値となります。 

 

参考 第 2 次港区職員定数配置計画における定員管理の数値目標（数・率） 

計画期間 
目標数値 実績数値 

始 期 終 期 

平成 19 年 4 月 1 日 平成 28 年 4 月 1 日 △360 人 △15.3 ％ △362 人 △15.4 ％ 

 

（３）職員の採用および退職等の状況                              （令和3年度）（単位：人） 

        区 分 

 

 職 種 
採用 

離  職 

退  職 免  職 
合 計 

定年 勧奨 普通 死亡 任期満了 分限 懲戒 失職 

一般行政職 

108 35 12 42 1 0 0 0 0 90 
税 務 職 

福 祉 職 

医 療 職 

技能労務職 4 15 2 1 0 0 0 1 0 19 

教 育 職 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 

合  計 
112 

（171） 

50 

（0） 

14 

（0） 

48 

（5） 

1 

（1） 

0 

（13） 

0 

（0） 

1 

（0） 

0 

（0） 

114 

（19） 

注１ （  ）は、再任用職員で外数です。 

注２ 育児休業代替任期付職員は含みません。 
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（４）年齢別職員構成（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

歳 ～  ～  ～  ～  ～  ～  ～  ～  ～  ～  歳 

未 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 以 

満           上 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

注 再任用職員を含みます。 

 

（５）職員の職務別構成                                     （令和 4 年 4 月 1 日現在） 

       性 別 

 職 務 

男 女 合  計 

数（人） 構成比（％） 数（人） 構成比（％） 数（人） 構成比（％） 

一 般 

行政職等 

部長級 15 1.42 5 0.42 20 0.88 

統括課長 19 1.79 2 0.17 21 0.93 

課長級 45 4.25 13 1.08 58 2.57 

課長補佐 49 4.62 31 2.58 80 3.54 

係長級・主査 204 19.25 206 17.17 410 18.14 

主任 258 24.34 401 33.42 659 29.16 

係員 278 26.23 442 36.83 720 31.86 

統括指導主事 1 0.09 0 0.00 1 0.04 

指導主事 3 0.28 1 0.08 4 0.18 

技 能 

労務職 

統括技能長 2 0.19 0 0.00 2 0.09 

技能長 27 2.55 0 0.00 27 1.19 

技能主任 110 10.38 28 2.33 138 6.11 

主事 45 4.25 3 0.25 48 2.12 

教育職 

園長 2 0.19 9 0.75 11 0.49 

副園長 0 0.00 3 0.25 3 0.13 

主任教諭 2 0.19 22 1.83 24 1.06 

教諭 0 0.00 34 2.83 34 1.50 

合  計 1,060 100.00 1,200 100.00 2,260 100.00 

注１ 再任用職員を含みます。 

注２ 一般行政職等には、税務職・医療職・福祉職・その他教育職が含まれます。 

注３ 四捨五入の関係で、構成比の内訳は合計と一致していません。 

 

（６）職員の昇任および降任の状況                               （令和3年度）（単位：人） 

      区 分 

 職 種 

昇 任 
降 任 

係長級 課長級 部長級 幼稚園副園長 幼稚園園長 

一般行政職等 40 4 3 － － 0 

教 育 職 － － － 1 0 0 

合 計 40 4 3 1 0 0 

注 一般行政職等には、税務職・医療職・福祉職・その他教育職が含まれます。 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳 

～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 
～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

 

計 

職員数 2 108 252 281 225 219 175 156 216 233 213 180 2,260 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

構成比

５年前の構成比
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２ 人事評価の状況 

 

（１）勤務評価の概要 

評価項目 評価の概要 
評価要素 

課長補佐・係長級 主任・係員 技能系職員 

業績評価 

 設定した目標に対する成果および日

常の職務遂行における業績と貢献を総

合し、客観的な評価基準に基づき、5段

階の絶対評価を行います。 

仕事の成果 仕事の成果 仕事の成果 

役割達成度 役割達成度 役割達成度 

行動評価 

 職務遂行の過程で発揮された能力お

よび行動を客観的な評価基準に基づ

き、5段階の絶対評価を行います。 

倫理 倫理 倫理 

課題対応 知識・技術 知識・技能 

判断・企画 判断・企画 コミュニケーション 

協調性 コミュニケーション 業務遂行 

説明・調整 業務遂行  

業務遂行   

総合評価 
 業績評価および行動評価の内容を踏まえ、評価集団ごとに5段階の相対評価を行い、評価結果を昇給等の給与制度に

適切に反映させます。 

注１ 評価の対象者：課長補佐以下の常勤職員（技能労務職を含む。） 評価期間：毎年1月1日から12月31日まで 

注２ 管理職については、これとは別に勤務評価を実施しています。 

 

（２）評価者訓練の実施状況                                      

名  称 対象者 概  要 実施回数 

人事評価研修 
管理職（新任管理職および転入管理職に

ついては必修対象者としています。） 

人事評価制度説明および人事評

価演習 
年 1 回 

評価補助者研修 

保育園長、児童館長(飯倉学童クラブ等

事業担当係長を含む)、まちづくり係技

能長、清掃事業係長および清掃事業係統

括技能長（新たに評価補助者になった者

については必修対象者としています。） 

人事評価制度説明および評価補

助演習 
年 1 回 

注１ 着任または昇任した小・中学校長および幼稚園長については、これとは別に人事評価制度の説明を行っています。 

注２ 令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人事評価研修は必修対象者に限定して実施し、評価補助者研修はオン

ラインでの実施としました。 
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３ 給与の状況 
 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 住民基本台帳人口 
歳出額 

（Ａ） 
実質収支 

人件費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

令和３年度 25万8,783人 
(令和4年4月1日現在) 

1809億6,517万円 117億969万8,000円 201億9,978万4,000円 11.2％ 

注 人件費には、特別職（区長、区議会議員等）に支給される給料、報酬等も含まれています。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 
職員数 

（Ａ） 

給 与 費 
1人当たりの給与費 

(Ｂ/Ａ) 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 
計 

（Ｂ） 

令和３年度 

 

2,136人 

 

64億8,045万2,000円 27億4,342万2,000円 30億9,080万7,000円 123億1,468万1,000円 577万円 

注１ 職員手当には、退職手当は含まれていません。 

注２ 職員数は、「地方公務員給与実態調査」による令和3年4月1日現在の普通会計に属する職員の人数です。 

注３ 給与費欄については、1,000円未満切り上げのため各項目の合計と計（Ｂ）が一致しない場合があります。 

 

（３）平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況 (令和4年4月1日現在) 

① 一般行政職 

区 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

港 区 30万   26円 41万  977円 40.9歳 

東京都 31万6,417円 45万3,549円 42.3歳 

② 技能労務職 

区 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

港 区 27万8,502円 36万8,134円 52.4歳 

東京都 28万8,149円 38万8,154円 50.4歳 

③ 教育職(幼稚園教育職員) 

区 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

港 区 31万3,041円 41万3,245円 37.8歳 

東京都 33万7,226円 43万4,470円 40.1歳 

注１ 「平均給料月額」とは、令和4年4月現在における職種ごとの職員の基本給の平均額です。 

注２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などすべての諸手当を合 

計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 

注３ 「③教育職」における東京都の値は、小中学校教育職員の平均値です。 

 
 

 

 

（４）ラスパイレス指数の状況                 （各年 4 月 1 日現在） 

区  分 平成 29 年度 令和３年度 

港 区 99.7 98.8 

特別区平均 99.6 98.9 

全 国 平 均 99.1 98.8 

注 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料月額を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。 

 

（５）職員の学歴別初任給の状況                （令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区    分 港  区 東京都 国 

一般行政職 
大 学 卒 18万3,700円 18万3,700円 18万2,200円 

高 校 卒  14万7,100円  14万5,600円 15万 600円 

技能労務職  14万2,500円  14万3,000円 － 

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況         (令和4年4月1日現在） 

区  分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

一般行政職 
大学卒 27万6,500円 34万  198円 38万2,469円 

高校卒 23万4,375円 26万5,620円 31万2,250円 

技能労務職 20万5,100円 22万7,975円 30万2,992円 



－5－ 

（７）等級および職制上の段階ごとの職員数の状況(令和4年4月1日現在） 

① 行政職給料表（一）  

  

職務の級 

（等級） 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 係員の職務 698 37.3 
係員 698 

698 37.3 係員 
計 698 

2 級 主任の職務 623 33.3 

主任 603 

623 33.3 主任 主任（再任用短時間） 20 

計 623 

3 級 係長、担当係長又は主査の職務 385 20.6 

係長 95 

385 20.6 係長 

担当係長 134 

館長 3 

園長 12 

所長 2 

副係長 97 

主査 8 

副館長 4 

副園長 30 

計 385 

4 級 課長補佐の職務 75 4.0 

係長 53 

75 4.0 課長補佐 

担当係長 17 

館長 1 

園長 3 

副係長 1 

計 75 

5 級 課長、担当課長又は副参事の職務 74 4.0 

課長 48 

74 4.0 課長 

室長 2 

担当課長 13 

副参事 1 

次長 3 

所長 2 

副総合支所長 5 

計 74 

6 級 部長、担当部長又は参事の職務 16 0.9 

部長 10 

16 0.9 部長 

担当部長 1 

局長 3 

室長 1 

会計管理者 1 

計 16 
 合計 1,871 100.0      

② 行政職給料表（二） 

職務の級 

（等級） 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 係員の職務 49 22.3 

係員 45 

49 22.3 係員 係員（再任用短時間） 4 

計 49 

2 級 技能主任の職務 142 64.5 

技能主任 128 

142 64.5 技能主任 技能主任（再任用短時間） 14 

計 142 

3 級 技能長又は担当技能長の職務 27 12.3 
技能長 27 

27 12.3 技能長 
計 27 

4 級 統括技能長の職務 2 0.9 
統括技能長 2 

2 0.9 統括技能長 
計 2 

 合計 220 100.0      
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③ 医療職給料表（一） 

職務の級 

（等級） 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 係長、担当係長又は主査の職務 1 25.0 
副係長 1 

1 25.0 係長 
計 1 

2 級 課長、担当課長又は副参事の職務 0 0.0 
- - 

0 0.0 課長 
計 0 

3 級 部長、担当部長又は参事の職務 3 75.0 

所長 1 

3 75.0 部長 参事 2 

計 3 
 合計 4 100.0      

④ 医療職給料表（二） 

職務の級 

（等級） 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 係員の職務 4 26.7 
係員 4 

4 26.7 係員 
計 4 

2 級 主任の職務 4 26.7 
主任 4 

4 26.7 主任 
計 4 

3 級 係長、担当係長又は主査の職務 7 

 

46.7 

 

担当係長 1 

7 

 

46.7 

 

係長 
副係長 4 

副所長 2 

計 7 

4 級 課長補佐の職務 0 0.0 
- - 

0 0.0 課長補佐 
計 0 

5 級 課長、担当課長又は副参事の職務 0 0.0 
- - 

0 0.0 課長 
計 0 

 合計 15 100.0      

⑤ 医療職給料表（三） 

職務の級 

（等級） 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 係員の職務 16 28.1 
係員 16 

16 28.1 係員 
計 16 

2 級 主任の職務 22 38.6 
主任 22 

22 38.6 主任 
計 22 

3 級 係長、担当係長又は主査の職務 13 22.8 

担当係長 2 

13 22.8 係長 
副係長 5 

主査 6 

計 13 

4 級 課長補佐の職務 5 8.8 

係長 1 

5 8.8 課長補佐 
担当係長 2 

副係長 2 

計 5 

5 級 課長、担当課長又は副参事の職務 1 1.8 
課長 1 

1 1.8 課長 
計 1 

 合計 57 100.0      

 
⑥ 幼稚園教育職給料表 

職務の級 

（等級） 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 教諭の職務 33 46.5 
教諭 33 

33 46.5 教諭 
計 33 

2 級 主任教諭の職務 24 33.8 
主任教諭 24 

24 33.8 主任教諭 
計 24 

3 級 副園長の職務 3 4.2 
副園長 3 

3 4.2 副園長 
計 3 

4 級 園長の職務 11 15.5 
園長 11 

11 15.5 園長 
計 11 

 合計 71 100.0      

注１ 職員数は、「港区職員の給与に関する条例」および「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分によるもの 

です。 

注２ 四捨五入の関係で、構成比の内訳は合計と一致していません。 

注３ 指導主事は含まれません。 
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（８）昇給への勤務成績の反映状況 

区 分 総職員数（Ａ） 
勤務成績の区分が「最上位」（6号昇給）または「上位」 

（5号昇給）により昇給した職員数（Ｂ） 
比率（Ｂ/Ａ） 

令和３年度 1,778人 674人 37.9％ 

注１ 総職員数には、一般行政職、技能労務職の他、医療職、福祉職等を含み、幼稚園教育職員、指導主事、再任用職員等は含まれません。 

注２ 「最上位」および「上位」の職員は、標準（4号昇給）の職員と比べて「最上位」は2号、「上位」は1号拡大された昇給幅が付与され

ています。 

 

（９）職員手当の状況 

① 期末・勤勉手当                                     （令和4年4月1日現在） 

区       分 港  区 東京都 国 

令和３年度 

支給月数 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

2.40月分 2.05月分 2.40月分 2.05月分 2.40月分 1.90月分 

（1.35月分） （1.00月分） （1.35月分） （1.00月分） （1.35月分） （0.87月分） 

加算措置 

の状況 
役職等による加算措置 有 

注 （  ）は、再任用職員の支給月数です。 
 

② 退職手当                                        （令和4年4月1日現在） 

区       分 
港  区 東京都 国 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

退職

手当 

勤続 20 年 18.00月分 24.55月分 23.00月分 23.00月分 19.6695月分 24.586875月分 

勤続 25 年 28.00月分 32.95月分 30.50月分 30.50月分 28.0395月分 33.27075月分 

勤続 35 年 39.75月分 47.70月分 43.00月分 43.00月分 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 39.75月分 47.70月分 43.00月分 43.00月分 47.709月分 47.709月分 

その他の加算

措置 
定年前早期退職者に対する特例措置 

1人当たりの平

均支給額 

（令和３年度） 

131万4,338円 1,919万2,581円   

 

③ 地域手当                                        (令和4年4月1日現在) 

支給実績（令和３年度決算） 15億5772万円 

支給職員1人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 70万2,942円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率） 

港区 20％ 2,216人 20％ 

 

④ 特殊勤務手当                                         (令和4年4月1日現在) 

支給実績(令和３年度決算) 3,135万4,000円 

支給職員1人当たり平均支給年額(令和３年度決算) 17万9167円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） 7.9% 

手当の種類（手当数）                       ９ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

訪問指導業務手当 福祉事務所に勤務する訪問員、指導員等 
生活保護法、身体障害者福祉法等に定める

業務を行うための家庭訪問 
日額470円 

特定危険現場業務手当 支給対象業務に従事した職員 
建築物等の建設現場における工事監督又

は検査の業務等 

日額 

240円～410円 

公害検査業務手当 公害行政を主管する課に勤務する職員 
大気汚染防止法等に基づく公害の検査業

務 
日額220円 

防疫等業務手当 保健所に勤務する職員 
感染症予防法に定める感染症等の患者等

に接触する業務 

日額 

310円～4,000円 

放射線業務従事手当 保健所に勤務する職員 エックス線操作の業務 日額650円 

有害物等取扱手当 保健所に勤務する職員 有害な薬物を使用した試験等 日額310円 

清掃業務手当 清掃事務所に勤務する職員 廃棄物の処理を直接行う業務等 日額700円 

一時保護業務手当 児童相談所に勤務する職員 児童の一時保護業務  日額1,470円 

児童相談所業務手当 児童相談所に勤務する職員 
児童福祉法に定める業務を行うための家

庭訪問、指導、相談等 
日額950円 

 

⑤ 超過勤務手当                         (令和4年4月1日現在) 
 

支給実績（令和３年度決算） 8億1,793万7,000円  

支給職員1人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 81万8,756円  

支給実績（令和２年度決算） 7億4,271万7,000円  

支給職員1人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 64万5,280円  
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⑥ その他手当                                          （令和 4 年 4 月 1 日現在） 

注１ 期末手当の支給月数は、令和 3 年度に支給された月数です。 

注２ 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額および支給割合に基づき、1期（区長、副区長および常勤監査委員は4年＝48

月、教育長は3年＝36月）勤めた場合における退職手当の見込み額です。 

 

  

手当名 港区 東京都 
支給実績 

(令和３年度決算) 

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

（令和３年度決算） 

扶養手当 

配偶者 6,000円 配偶者 6,000円 

1億1,527万5,000円 19万223円 
子 9,000円 子 9,000円 

その他 6,000円 その他 6,000円 

16歳～22歳の子の加算 4,000円 16歳～22歳の子の加算 4,000円 

住居手当 

借家・借間に居住する職員のうち、月

額2万7,000円以上の家賃を負担する職

員 

  27歳まで      2万7,000円 

  28歳から32歳まで  1万7,600円 

  33歳から         8,300円 

年度末時点において35歳未満で、借家・借

間に居住する職員のうち、月額1万5,000円

以上の家賃を負担する職員 

  1万5,000円 

9,864万2,000円 20万6,797円 

通勤手当 運賃相当額 
(支給限度額： 

1月につき5万5,000円） 
港区と同様 3億6,160万3,000円 17万7,343円 

管理職手当 

部長       12万7,600円 

統括課長   10万1,500円 

課長         9万2,300円 

幼稚園園長  8万9,600円 

幼稚園副園長 6万4,700円 

本庁部長   12万8,600円 

本庁課長     9万2,600円 

学校校長     10万4,500円 

学校副校長    8万 700円 

1億2,131万7,000円 113万3,804円 

 

（10）特別職の報酬等の状況                                    (令和 4 年 4 月 1 日現在) 

区  分 給 料 月 額 等 

給料 

区 長 124 万 9,500 円 

副区長 100 万 4,800 円 

教育長 93 万 3,600 円 

常勤監査委員 74 万 6,900 円 

報酬 

議 長 90 万 2,600 円 

副議長 78 万  200 円 

委員長 64 万 9,800 円 

副委員長 62 万 2,700 円 

議 員 61 万  700 円 

期末手当 

区 長 

副区長 

教育長 

議 長 

副議長 

議 員 

 

 6 月期 1.8 月分 

12 月期 1.9 月分 

 3 月期 0.1 月分  

  計 3.8 月分 

  

 

退職手当 

算定方式 

退職の日における給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額 
1 期の手当額 支給時期 

区 長 勤続期間 1 年につき 449/100 2,244 万 1,020 円 

任期満了時 

副区長 勤続期間 1 年につき 359/100 1,442 万 8,928 円 

教育長 勤続期間 1 年につき 269/100         753 万 4,152 円 

常勤監査

委員 
勤続期間 1 年につき 215/100   642 万 3,340 円 
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４ 勤務時間その他の勤務条件の状況 
 

（１）職員の勤務時間の状況                                 （令和4年4月1日現在）  

1週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38時間45分 午前8時30分 午後5時15分 正午～午後1時 

 

（２）職員の年次有給休暇の取得状況                 （令和3年度） 

総付与日数 総取得日数（Ａ） 全対象職員数（Ｂ） 平均取得日数（Ａ）／（Ｂ） 

58,917.8日 25,302.3日 1,632人 15.5日 

注１ 総付与日数とは、令和3年4月1日現在において各職員に付与された日数を全対象職員にわたって合計したものをいいます。 

注２ 対象職員は、区長部局の職員のうち技能労務職以外の一般職員（年度の中途に採用された者および退職した者ならびに育児

休業中の職員、休職中の職員、派遣職員、再任用短時間勤務職員を除く。）です。    

 

（３）子が出生した職員数、育児休業および部分休業の取得者数    （令和 3 年度）（単位：人） 

区  分 子が出生した職員数 育児休業取得者数 部分休業取得者数 

男性職員 39  17  1  

女性職員 55  55  55  

計 94  72  56  

 

 

 

 
 

注 育児休業および部分休業の取得者数は、令和3年度に新たに取得した職員数です。 

 

（４）育児休業および部分休業の承認期間 

① 育児休業承認期間                                 （令和3年度）（単位：人） 

 

区 分 

育 児 休 業 承 認 期 間 

3月 

以下 

3月超え 

6月以下 

6月超え 

9月以下 

9月超え 

1年以下 

1年超え 

1年3月 

以下 

1年3月 

超え 

1年6月 

以下 

1年6月 

超え 

1年9月 

以下 

1年9月 

超え 

2年以下 

2年超え 

2年3月 

以下 

2年3月 

超え 

2年6月 

以下 

2年6月 

超え 

2年9月 

以下 

2年9月 

超え 
合計 

男性職員 10 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

女性職員 0 2 7 11 9 3 4 9 0 1 1 8 55 

計 10 5 9 13 9 3 4 9 0 1 1 8 72 

 

② 部分休業承認期間                                                                （令和3年度）（単位：人） 

区 分 

部 分 休 業 承 認 期 間 

3月 

以下 

3月超え 

6月以下 

6月超え 

9月以下 

9月超え 

1年以下 

1年超え 

1年3月 

以下 

1年3月 

超え 

1年6月 

以下 

1年6月 

超え 

1年9月 

以下 

1年9月 

超え 

2年以下 

2年超え 

2年3月 

以下 

2年3月 

超え 

2年6月 

以下 

2年6月 

超え 

2年9月 

以下 

2年9月 

超え 
合計 

男性職員 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

女性職員 5 8 6 24 0 0 0 0 0 0 0 12 55 

計 5 8 6 24 1 0 0 0 0 0 0 12 56 

※1日の部分休業取得時間       

 
区 分 

30分

以下 
30分超え 

60分以下 
60分超え 

90分以下 
90分超え 合計 

   
    

   

男性職員 1 0 0 0 1         

女性職員 12 25 13 5 55         

計 13 25 13 5 56         

 

（５）配偶者同行休業の取得状況                             （令和3年度）（単位：人） 

区 分 

配 偶 者 同 行 休 業 承 認 期 間 

取得者

数 

3月 

以下 

3月超え 

6月以下 

6月超え 

9月以下 

9月超え 

1年以下 

1年超え 

1年3月 

以下 

1年3月 

超え 

1年6月 

以下 

1年6月 

超え 

1年9月 

以下 

1年9月 

超え 

2年以下 

2年超え 

2年3月 

以下 

2年3月 

超え 

2年6月 

以下 

2年6月 

超え 

2年9月 

以下 

2年9月 

超え 

3年以下 

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

女性職員 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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（６）介護休暇の取得状況                                           （令和3年度）（単位：人） 

区 分 
介護休暇 

取得者数 

要 介 護 者 数 ( 職 員 と の 続 柄 別 ) 

配偶者 父 母 子 配偶者の父母 祖父母 兄弟姉妹 孫 その他 

 男性職員 4 2 2 0 0 0 0 0 0 

 女性職員 6 0 5 1 0 0 0 0 0 

計 10 2 7 1 0 0 0 0 0 

 

区 分 
休  暇  の  取  得  形  式 介 護 を 要 し た 期 間 

計 全日型中心 時間型中心 その他 計 1月以下 1月を超え2月以下 2月超 

 男性職員 4 3 1 0 3 0 2 1 

 女性職員 6 6 0 0 5 2 1 2 

 計 10 9 1 0 8 2 3 3 
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５ 分限処分等および懲戒処分等の状況 
 

（１）分限処分等の状況                                 （令和3年度）（単位：人） 

                   処分の種類 

 処分事由 
降任 免職 休職 降給 合計 失職 

勤務実績がよくない場合 
地公法第27条第2項 

地公法第28条第1項第1号 
0 0  0 0  

心身の故障の場合 
地公法第28条第1項第2号 

第2項第1号 
1 0 62  63  

職に必要な適格性を欠く場合 地公法第28条第1項第3号 0 0   0  

職制、定数の改廃、予算の減少に

より廃職、過員を生じた場合 
地公法第28条第1項第4号 0 0   0  

刑事事件に関し起訴された場合 地公法第28条第2項第2号   0  0  

条例で定める事由による場合 地公法第27条第2項   0  0  

合  計  1 0 62 0 63  

地公法第28条第4項により失職した者      0 

地公法第28条第4項に基づく条例により失職しなかった者 
 

 

 

 
   0 

注 地公法とは地方公務員法のことです。 

 

（２）懲戒処分等の状況                                 （令和3年度）（単位：人） 

                   処分の種類 

 処分事由 
戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等 

法令等に違反した場合 地公法第29条第1項第1号 0 0 0 0 0 1 

職務上の義務に違反し、又は 

職務を怠った場合 
地公法第29条第1項第2号 0 0 0 1 1 0 

全体の奉仕者たるにふさわしく 

ない非行のあった場合 
地公法第29条第1項第3号 0 0 0 0 0 0 

合 計  0 0 0 1 1 1 

 

注 地公法とは地方公務員法のことです。 
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６ 服務の状況   

 

（１）服務規律の遵守に関する取組の状況                              （令和4年度） 

取 組 内 容 職員への周知方法 周知した内容 

服務について 依命通達 職員の法令遵守、信用失墜行為の禁止について 

職場規律の確保について 依命通達 勤務時間や休暇等の管理について 

健康管理について 依命通達 
職員が安全で健康に働ける職場作りへの取組、健康障害の未

然の防止について 

働きやすい職場づくりについて 依命通達 

定時退庁、超過勤務の縮減、計画的な年次有給休暇の取得、

テレワークの活用などに努め、働きやすい職場づくりを推進

することについて 

勤務時間の適正な管理について 依命通達 

超過勤務命令の上限の設定及び条例に基づく上限規制の遵

守並びに勤務時間中の喫煙、長時間の離席、スマートフォン

等の私的利用などの禁止について 

服務及び手当に関する届出について 依命通達 支給要件異動時の速やかな届出、不正受給の防止について 

ハラスメントの防止について 依命通達 

ハラスメントに関する正しい知識の習得と職場におけるハ

ラスメント全般の防止体制の強化、人権問題の正しい理解と

社会意識の向上を図ることについて 

障害等を理由とする差別の禁止について 依命通達 
障害者に対して、不当な差別的取扱いは決して許されないこ

と、合理的配慮を適切に行うことについて 

やさしい日本語の活用について 依命通達 
誰に対しても分かりやすく親しみやすい「やさしい日本語」

の活用を図ることについて 

事務執行の適正化について 依命通達 

適切・適正な事務処理を行う責務があること、職員の不注

意・知識不足・懈怠による不適正な事務処理の未然防止、内

部統制制度の運用による適正な事務執行の確保に向けた取

組の徹底について 

情報管理の徹底について 依命通達 

港区情報安全対策指針、港区個人情報取扱指針及び港区特定

個人情報取扱指針に基づく個人情報等の取扱い、職務上知り

得た情報の取扱いについて 

交通事故防止、飲酒運転の根絶について 依命通達 
自動車運転時等（自転車運転時、歩行時も含む）の交通事故

防止、飲酒運転や飲酒運転ほう助の根絶を図ることについて 

接遇について 依命通達 
「あったかマナーみなと」に基づく接遇を心がけること、公

務にふさわしい服装の着用、不当行為等への対応について 

兼業・兼職について 依命通達 
許可・承認を得ずに、兼業・兼職を行うことができないこと

について 

利害関係者との会食・便宜供与の禁止等について 依命通達 
公務員倫理の重要性、職務上利害関係にある部外者との会

食、贈答品の授受等を厳に慎むことについて 

社会的規範の遵守について 依命通達 
通勤途上における、歩きながらスマートフォン等を操作する

ような行為など、周囲に迷惑な行動は厳に慎むことについて 

新型コロナウイルス感染症への対応について 依命通達 

基本的な感染防止対策、日常の健康観察、体調不良時の連絡

徹底、感染症関連の状況変化や情報を踏まえた上での行動の

徹底などについて 

 

 

（２）病気休暇の取得状況 

      

 

 （令和3年度）（単位：人） 

区 分 
  10 

日未満 

10～20 

日未満 

20～30 

日未満 

30～40 

日未満 

40～50 

日未満 

50～60 

日未満 

60～70 

日未満 

70～80 

日未満 

80～90 

日未満 
90日 合計 

一般職員 27 17 15 15 8 5 10 11 10 27 145 

教育職 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 

計 28 17 15 15 8 5 10 13 10 28 149 

再任用(外数) 3 4 4 0 0 0 1 0 0 1 13 

 

  



－13－ 

７ 退職管理の状況   

管理監督離職者の再就職先の状況 

離職時の職 離職日 再就職先の名称 地位 再就職日 

芝浦小学校副校長 令和 3 年 3 月 31 日 昭和女子大学附属昭和中学校 特別非常勤講師 令和 4 年 4 月 1 日 

税務課長 令和 4 年 3 月 31 日 一般財団法人 港区国際交流協会 
事務局長 

（常任理事） 
令和 4 年 4 月 1 日 

青南小学校長 令和 4 年 3 月 31 日 学校法人三浦学園 日本音楽学校幼稚園 園長 令和 4 年 4 月 1 日 

注１ 港区職員の退職管理に関する条例第3条第1項の届出に基づき掲載しています。 

注２ 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に退職した管理監督離職者（課長級以上の職員、小中学校の校長・副校長、幼稚園の 

園長・副園長）のうち、営利企業等に再就職した者を対象としています。 

注３ 営利企業等とは、営利企業および営利企業以外の法人（国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人および特定地方独立行政 

法人は除く。）のことをいいます。 
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８ 研修の状況 

（１）研修実施計画                                                                                  （令和 3 年度） 

◇…区独自、■…共同研修を活用、◆…新規・充実・見直しの項目 

研修区分 主な研修内容 

区
研
修
（
特
別
区
共
同
研
修
活
用
科
目
を
含
む
。
） 

職
層
研
修 

新
任
研
修 

新任研修 前期 

◇ 人権、接遇、区政の現状と課題、文書事務、法律初級、英語を使った接遇 他 

■ 特別区職員研修所「新任研修（記念講演）」を受講 

■ 特別区職員研修所「新任研修（経験者）」を受講 

新任研修 後期 
◇ メンタルヘルス、魅力的な情報発信、協働 他 

■ 特別区職員研修所「新任研修（後期）」を受講 

主
任

研
修 

主任昇任時研修 ◆ 効果的な情報発信、主任として必要な ICT リテラシー、人権・同和問題の現状 他 

管
理
監
督
職
研
修 

係
長
研
修 

係長昇任時研修 ◆ 係長級のためのマネジメント基礎 他 

係長３年目研修 ◆メンタルヘルス、ラインケア、広報戦略について 

課長補佐昇任時研修 ■ 第一ブロック合同研修「課長補佐昇任時研修」を受講 

評価補助者研修 ◇ 評価補助者の役割 

管
理
職
研
修 

管理職昇任前研修 
◇管理職に期待すること、実務（議会対応、報道対応 他） 

■ 特別区職員研修所「管理職昇任前研修」を受講 

人事評価研修 ◇ 人事評価 

管理職昇任時研修 ◇ 職場でのマネジメント、港区の危機管理、個人情報の適正な取扱い 

管理職研修 ◇ 人権、メンタルヘルス、危機発生時のメディア対応 等 

技
能
系
研
修 

技能系新任職員研修 ■ 特別区職員研修所「新任技能」を受講 

技能系中堅職員研修 ■ 特別区職員研修所「現任技能」を受講 

技能主任研修 
◇ 技能主任としての役割認識とコミュニケーション力等の向上 

■ 特別区職員研修所「技能主任」を受講 

技能長研修 

◇ 技能長に期待すること、リーダーとしての役割・心構え 

■ 特別区職員研修所「新任技能長」を受講 

■ 特別区職員研修所「技能長（3 年目）」を受講 

統括技能長 ■ 特別区職員研修所「統括技能長」を受講 

 悉皆研修 

◆ 接遇 

◆ 協働 

◆ 危機管理 

◆ 不適正事務の発生防止プログラム 

実務研修 

◇ 実務担当者研修 

◇ 法律初級・中級 

◇ 法制執務研修 

◇ 新任職員ＯＪＴ担当者研修、新任職員ＯＪＴ担当者フォロー研修 

◆ ハラスメント防止研修 他 

 自主研修 

◇ 主任昇任選考対策ガイダンス 

◇ 管理職選考対策講座フォロー 

■ 管理職選考対策講座(第一ブロック合同研修) 

 派遣研修 ◇ 早稲田大学人材マネジメント部会 

 職場研修 ◇ 各部・課において企画・選択して実施 
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注 実施計画に掲載している研修の一部は、新型コロナウイルス感染予防のため、中止となっています。 

 
（２）研修の実施状況                                         （令和 3 年度） 

研 修 区 分 研 修 数 人 数（人） 

区
研
修 

職
層
研
修 

 新任研修 1 114 

 主任研修 1 61 

 管理監督者職研修 7 189 

 技能系研修 1 1 

 悉皆研修 4 1,444 

 実務研修 10 2,380 

 自主研修 2 11 

 派遣研修 3 10 

小 計 29 4,210 

 職場研修 106 1,039 

小 計 106 1,039 

共
同
研
修 

特
別
区
職
員
研
修
所 

職
層
研
修 

 新任研修 1 95 

 管理職研修 2 9 

 技能系研修 5 8 

 専門研修 51 116 

 自治体経営研修、ステップアップ研修、サポート研修、児童相談所関連研

修、試行研修（調査・研究）等 
30 71 

 特別区協議会および合同講座等 36 7 

 東京自治研究センター 10 27 

 第一ブロック合同研修 9 77 

小 計 144 410 

合 計 279 5,659 

注 参加人数については、複数の研修に参加している場合、重複して計上しています。  

  

研修区分 主な研修内容 

共
同
研
修 

特
別
区
職
員
研
修
所 

職
層
研
修 

 新任研修 

■ 記念講演：特別区職員としての心構え 

■ 後期：コミュニケーションスキル、接遇、仕事の進行管理 

■ 経験者：地方自治制度、地方公務員と公務員倫理、人権問題を考える 

 管理職研修 
■ 昇任前：特別区の現状と課題、労使関係、危機管理、議会対応、事例研究 

■ 昇任時：議会答弁 

 技能系研修 

■ 新任技能 

特別区の清掃事業、非行防止、同和問題 

■ 現任技能 

清掃事業の現状と課題、接遇、同和問題 

■ 技能主任 

  リーダーシップ、同和問題、接遇・クレーム対応、技能主任としての知識 

■ 新任技能長 

  技能長としての知識、コーチング、汚職等事故防止、同和問題、クレーム対応 

■ 技能長（3 年目） 

清掃事業における最新の動向、持寄事例、接遇リーダー養成 

■ 転入(同和問題) 

同和問題の現状、同和問題を考える 

■ 統括技能長 

統括技能長の役割、同和問題、メンタルヘルス 他 

 全職層 
■ 公務員倫理 

公務員としての自覚と責任を理解する 他 

 専門研修 ■ 実務、保健・衛生・福祉、まちづくり 

 自治体経営研修 

 ステップアップ研修 

 サポート研修 

児童相談所関連研修 

  試行研修（調査・研究）等 

■ 自治体の人材育成、組織力向上 他 

■ 思考力・論理構築力向上、説明力・交渉力強化 他 

■ 講師等養成、公務基礎、講演会 他 

■ 児童福祉司任用前講習会、指定講習会 他 

■ 動物愛護管理行政、道路メンテナンス 他 

 特別区協議会および合同講座等 ■ 東京都立大学オープンユニバーシティ各種講座 他 

 東京自治研究センター 
■ 月例フォーラム 

■ 財政学校 

 第一ブロック合同研修 ■ 教養講座、OA 研修、課長補佐昇任時研修、研修担当者研修 
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９ 福祉および利益の保護の状況 

（１）公務災害・通勤災害認定状況 

職員数 

公務災害 通勤災害 

令和３年度中の認定件数 
発生率 

令和２年度中の 

認定件数(公務上) 

令和３年度中の 

認定件数 

令和２年度中の 

認定件数 公務上 公務外 

2,281人 13 0 5.69‰ 10 8 2 

注１ 発生率（‰ﾊﾟｰﾐﾙ）は、職員1,000人当たりの公務上認定件数の割合です。 

注２ 職員数は、令和2年4月1日現在の人数で、区長、副区長、教育長および再任用職員を含み、会計年度任用職員および派遣職

員を除いています。 

 

（２）健康診断の状況                                         （令和3年度） 

対象職員数 受診数 受診率 

2,138人 2,097人 98.0% 

注１ 対象職員数は、令和3年1月1日現在の人数で、副区長、教育長および再任用職員を含み、区長、指導主事、幼稚園教育職員、

会計年度任用職員、派遣職員および病気休職者を除いています。 

注２ 受診数は、対象職員のうち育児休業取得者・他の医療機関で受診した人を除いています。 

                 

（３）職員住宅の設置状況              （令和4年4月1日現在） 

住宅の種別 戸  数 

災害対策住宅 
家族 90 

独身 95 

合   計 185 

注 教職員住宅「家族」14 戸、「独身」3 戸を含みます。 

 

（４）港区職員厚生会 

職員相互の扶助と福利厚生の充実を図るため設置された団体で、2,367 人の会員により構成されています。主な事業は、給付 

（慶弔見舞、退会）、リフレッシュ補助、文化・体育事業、職員食堂運営です。 

                                              （令和 4 年 4 月 1 日現在） 

会員数 2,367 人  

職員会費 給料月額×4.5/1000（会計年度任用職員は任意加入で月額 650 円） 

令和 4 年度区補助金予算額 35,871,000 円 

区負担割合 会費：負担金＝１：１ 

 

（５）苦情処理委員会の取扱状況 

区 分 取扱件数 

令和3年度 0件 
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10 特別区人事委員会の業務状況 

（１）採用試験 

令和３年度の採用試験は、Ⅰ類〔事務、土木造園（土木）【一般方式】、土木造園（造園）、建築【一般方式】、機械、電気、福祉、

心理、衛生監視（衛生）、衛生監視（化学）、保健師〕、Ⅰ類【土木・建築新方式】〔土木造園（土木）、建築〕、Ⅲ類（事務）、障害者を

対象とする選考（事務）、経験者〔1級職［事務、土木造園（土木）、建築、機械、電気、福祉、児童福祉、児童指導、児童心理］、2

級職（主任）［事務、土木造園（土木）、建築、福祉、児童福祉、児童指導、児童心理］、3級職（係長級）［児童福祉、児童指導、児童

心理]〕および就職氷河期世代（事務）について実施しました。 

      受験者数は、17,319 人、合格者は、3,664 人、倍率は、4.7 倍でした。 

 

（令和 3 年度） 

 
採用予定 

人数（人） 

申込者数 

（人） 

受験者数 

（人） 

受験率 

（％） 

第1次 

合格者数（人） 

第2次 

受験者数（人） 

合格者数 

（人） 

倍率 

（倍） 

Ⅰ類 1,297 13,426 10,601 79.0 5,346 4,073 2,660 4.0 

Ⅰ類 
【土木・建築新方式】 

15 208 142 68.3 114 86 64 2.2 

Ⅲ類 125 3,638 2,904 79.8 979 797 392 7.4 

障害者 73 343 255 74.3 185 174 80 3.2 

経
験
者 

1級職 199 2,092 1,529 73.1 533 510 292 5.2 

2級職 

（主任） 
104 1,257 891 70.9 285 272 118 7.6 

3級職 

（係長級） 
16 25 23 92.0 23 23 16 1.4 

就職氷河期世代 35 1,359 974 71.7 174 160 42 23.2 

    合計 1,864 22,348 17,319 77.5 7,639 6,095 3,664 4.7 

 

（２）管理職選考 

令和 3 年度の管理職選考は、23 区、特別区人事・厚生事務組合、特別区競馬組合、東京二十三区清掃一部事務組合の合計で、受験

者数 727 人、合格者数 193 人、合格率 35.8％でした。 

                                          （令和 3 年度） 

 
有資格者数 

（人） 

申込者数 

（人） 

受験者数 

（人） 

合格者数 

（人） 

合格率 

（％） 

Ⅰ類 15,745 759 663 149 31.4 

Ⅱ類 827 68 64 44 68.8 

    合計 16,572 827 727 193 35.8 

※ 有資格者数、申込者数および受験者数については、全部受験方式、分割受験方式および免除受験方式の人数を記載しています。 

※ 合格者数および合格率については、当該年度に合格となる全部受験方式および免除受験方式の人数および合格率を記載しています。 
 

 

 

 

 


